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崇
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提
出
大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
の
携
帯
電
話
等
を
用
い
た
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
る
連
絡
等
に
関

す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
の
携
帯
電
話
等
を
用
い
た
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
る
連
絡
等

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
政
務
三
役
」
の
通
信
手
段
、
通
信
内
容
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
情
報
漏
え
い
対
策
等

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
御
指
摘
の
「
政
務
三
役
」
の
情
報
の
保
全
等
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
行
政
の
記
録
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
法
等
の

規
定
に
基
づ
き
、
適
切
に
整
理
し
、
及
び
保
存
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。


